
資料３

兵庫県の県民ボランタリー活動支援行政の流れ

平成7年1月17日 阪神・淡路大震災

平成23年 改正特定非営利活動促進法（施行：平成24年4月～）

平成10年 特定非営利活動促進法

（ＮＰＯ法）制定

平成10年 県民ボランタリー活動の促進等に関する条例制定

平成 14 年 ひょうごボランタリー

プラザ開設

平成 12 年 県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進

に関する基本方針策定

平成14年 県民の参画と協働の推進に関する条例

（施行：平成15年4月～）

・ボランティア元年：ボランティア、地域団体、企業等による救援活動

（2ヶ月で100万人）

・新認定制度の導入～市民が寄附しやすく、ＮＰＯが資金調達しやすく～

・所轄庁の変更（内閣府・都道府県→都道府県・政令市

平成 11 年 ボランティア活動支援

センター基本計画

県民生活審議会：県民ボランタリー活動基本方針検討委員会

ボランタリー形成支援条例理念検討委員会

ボランティア活動支援センター基本計画

推進委員会（情報・運営・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部会）

平成15年 地域づくり活動応援事業（パワーアップ事業）

開始

平成18年 県民交流広場事業開始

県民運動

平成9年 ボランティア活動支援セ

ンター基本構想

・阪神・淡路大震災の経験を踏まえた理念条例＋ＮＰＯ法

の手続条例

・ボランタリー活動＝自治会、婦人会等の地域団体、ボラ

ンティア団体、企業、ＮＰＯ等の行う活動

平成 14 年 ボランタリー基

金助成事業開始

平成 10 年 生活復興ＮＰＯ情報プ

ラザ（フェニックスプラザ内）


